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道営住宅等の指定管理者公募要項

北海道（以下「道」という。）は、道営住宅及び共同施設（以下「道営住宅等」という。）を適切で

効率的に維持・管理を行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び

北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年北海道条例第８９号。以

下「指定手続条例」という。）第２条並びに北海道営住宅条例（平成９年北海道条例第１１号）第６

３条の規定に基づき、次により指定管理者を公募します。

第１ 公募の内容

１ 道営住宅等の概要

区分 地 区 団地数 管理戸数 駐車場区画数 備 考

１ 空 知 夕 張 市 5 193 105
・公募単位は左記の４１区分ご

２ 空 知 岩 見 沢 市 8 549 369
ととします。

３ 空 知 美 唄 市 3 209 209

４ 空 知 芦 別 市 2 84 84 ・団地数、管理戸数及び駐車場

５ 空 知 赤 平 市 3 152 94 区画数は平成３０年４月１日

６ 空 知 三 笠 市 (1) (16) (16) (予定)のものです。

７ 空 知 滝 川 市 3 283 140 ※ただし、三笠市及び余市町は、

８ 空 知 砂 川 市 3 145 145 平成30年度中に管理開始する

９ 空 知 深 川 市 2 114 114 団地数です。

１０ 空 知 南 幌 町 1 60 60
・道営住宅等の施設内訳及び詳

１１ 空 知 沼 田 町 1 53 53
細は別記１に定める「対象施

札 幌 市 30 5,311 3,975
設」に示すとおりです。

江 別 市 5 1,368 1,380
石 狩

１２ 北 広 島 市 5 1,176 505 ・指定期間中に増減する道営住
(札幌圏)

石 狩 市 4 527 532 宅等についても指定管理業務

小 計 44 8,382 6,392 の対象施設に含めます。

千 歳 市 1 150 135
石 狩

１３ 恵 庭 市 1 54 54
(千歳恵庭圏)

小 計 2 204 189

１４ 後 志 小 樽 市 15 1,196 969

１５ 後 志 倶 知 安 町 4 129 129

１６ 後 志 岩 内 町 2 124 60

１７ 後 志 余 市 町 (1) (6) (6)

室 蘭 市 10 620 205

胆 振 登 別 市 7 461 461
１８

(室蘭圏) 伊 達 市 3 214 214

小 計 20 1,295 880

１９ 胆 振 苫 小 牧 市 6 810 517

２０ 日 高 浦 河 町 1 60 60

２１ 日 高 新ひだか町 2 77 77

函 館 市 25 1,801 1,499

渡 島 北 斗 市 5 236 236
２２

(函館圏) 七 飯 町 2 102 54

小 計 32 2,139 1,789
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区分 地 区 団地数 管理戸数 駐車場区画数 備 考

２３ 渡 島 木 古 内 町 1 15 15

２４ 檜 山 江 差 町 2 108 108

２５ 上 川 旭 川 市 9 1,276 426

２６ 上 川 名 寄 市 3 147 123

２７ 上 川 富 良 野 市 1 72 72

２８ 上 川 士 別 市 1 60 60

２９ 留 萌 留 萌 市 6 316 316

３０ 留 萌 苫 前 町 1 36 36

３１ 宗 谷 稚 内 市 3 172 168

３２ オホーツク 北 見 市 9 540 457

３３ オホーツク 網 走 市 7 488 485

３４ オホーツク 紋 別 市 3 105 98

３５ オホーツク 美 幌 町 2 84 81

３６ オホーツク 斜 里 町 1 36 36

３７ オホーツク 遠 軽 町 1 46 46

帯 広 市 11 827 779

十 勝 音 更 町 1 64 60
３８

(帯広圏) 幕 別 町 4 293 293

小 計 16 1,184 1,132

釧 路 市 12 1,001 741
釧 路

３９ 釧 路 町 1 72 72
(釧路圏)

小 計 13 1,073 813

４０ 根 室 根 室 市 3 185 185

４１ 根 室 中 標 津 町 3 125 125

２ 業務の内容

（１）業務の範囲

指定管理者が行う道営住宅等の設置目的に沿った適切で効率的な維持・管理に関する業務

（以下「本業務」という。）の範囲は、「道営住宅等の管理に関する協定書（案）」（以下「協定

書（案）」という。）別記３に示す「業務の範囲」のとおりとします。ただし、借上道営住宅エ

ルム北２６条団地（所在地：札幌市、管理戸数４０戸、施設の詳細については、「協定書（案）」

別記１に示す「対象施設」のとおり）については、指定管理者は「借上道営住宅エルム北２６

条団地維持管理に関する要求水準書」に基づき指定管理業務を行うこととし、これに定めがな

い事項については、「協定書（案）」により業務を行うこととします。

なお、次に掲げる道の権限の行使に当たるものは、指定管理者の業務から除きます。

①家賃及び駐車場使用料の決定に関する業務

②入居許可や減免承認など、各種申請に基づく許可や承認などの決定に関する業務

③訴訟など法的措置に関する業務

（２）その他

道に代わり指定管理者が行ったほうが入居者サービスの向上及び経費の節減が図られる場合

は、指定管理者は道と協議の上、「業務の範囲」以外の業務を実施することができるものとし

ます。
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３ 指定期間

平成３０年４月１日から平成３４年３月３１日までの４年間とします。

指定期間は、平成３０年第１回北海道議会定例会の議決（平成３０年３月予定）を経て決定し

ます。

４ 本業務に必要な費用

指定管理者の業務に必要な経費（以下「管理経費」という。）は、次により道が負担金として

支払います。

（１）管理経費の支払方法等

道が指定期間中に支払う管理経費の支払方法及び時期等は、「協定書（案）」に示すとおりと

します。

（２）管理口座及び区分経理

本業務に係る管理経費は、指定管理者の他の会計と区分し、独立した口座で管理するととも

に、経理に関しても区分して整理するものとします。

第２ 本業務の実施条件

１ 管理の考え方

本業務の実施に当たっては、公営住宅法（昭和３０年法律第１９３号）や北海道営住宅条例を

はじめとした「協定書(案)」別記２で示す関係法令等を遵守し、道営住宅等の設置目的に即した

施設の効用を最大限に発揮させ、適切かつ効果的な管理運営を行うものとします。

２ 基本的な事項

指定管理者が指定期間中において本業務を遂行するために必要となる基本的事項は、次に掲げ

るとおりとし、詳細は「協定書（案）」及び「道営住宅等の管理に関する目標及び要求水準書」（以

下「要求水準書」という。）をご覧ください。

（１）業務の執行体制の確立

指定管理者は、本業務を遂行するために必要な職員を確保し、業務の処理に適した執行体制

を確立するとともに、入居者からの各種申請や問い合わせ等に迅速かつ的確に対応するため、

常設窓口を開設するものとします。

（２）指定管理者の業務時間

平日（土・日曜及び祝日を除く）は８時４５分から１７時３０分までとします。ただし、緊

急の修繕に関する業務は、土・日曜及び祝日を含めた２４時間の対応とします。

（３）関係法令等の習得

本業務に従事する職員は、業務開始前までに公営住宅法や北海道営住宅条例をはじめとした

すべての関係法令等を習得するとともに、業務開始後も、関係法令等の改正のほか、管理上の

各種取扱通知等に的確に対応するものとします。

（４）個人情報の保護

指定管理者は、本業務の遂行上知り得た個人情報を北海道個人情報保護条例（平成６年北海道

条例第２号）等に基づき、適正に取り扱うものとします。

（５）公金の収納管理

指定管理者は、入居者等から徴収する家賃や駐車場使用料等の公金を適切に収納し管理する

ための体制を確保するものとします。

（６）管理経費の執行管理

指定管理者は、本業務の実施に当たり道が支払う管理経費を適切に執行管理するための体制

を確保するものとします。
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（７）情報公開の取扱い

北海道情報公開条例（平成１０年北海道条例第２８号）に基づき、公の施設の管理に関して

保有する文書の公開に努めるとともに、住民からの情報開示の申出に適切に対応するものとし

ます。

（８）秘密の保持

指定管理者の役員等は、施設の管理に係る業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利

益のために使用することはできません。なお、指定期間が終了した後も同様とします。

（９）著作権等の取扱い

本業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、道に帰属するものとします。

３ 管理の目標及び要求水準

指定管理者は、指定期間中における本業務の実施において、次に掲げる管理の目標及び要求水

準を達成するものとします。詳細は「要求水準書」をご覧ください。

（１）緊急時の対応に関する目標及び水準

夜間や休日等に発生する緊急的な修繕のほか、自然災害や事故など、入居者の生活に重大な

影響を及ぼす緊急的な事態に迅速かつ的確に対応するとともに、復旧・安全対策のために必要

な措置を速やかに講じるものとします。

（２）公募業務に関する目標及び水準

住宅困窮者に対する入居機会を適切に提供するとともに、空家期間の短縮による効率的な管

理運営を図るものとします。

（３）入居管理業務に関する目標及び水準

入退去などの各種手続や修繕への迅速な対応など、入居者の利便性を確保するとともに、発

生する業務の適期適切な処理を図るものとします。

（４）施設管理業務に関する目標及び水準

入居者の生活に支障を及ぼすことがないよう、修繕や保守点検など施設管理を的確に行うと

ともに、管理経費の適切かつ効率的な執行を確保するものとします。

第３ 適切な管理の確保に関する事項

本業務の実施に当たり、指定期間中における適切な管理業務の遂行を確保するために必要な

協定事項は、次のとおりとします。詳細は「協定書（案）」をご覧ください。

１ 年次業務計画書等の提出

指定管理者は、「第２ 本業務の実施条件」に定める事項の実現を図るため、指定期間中におい

て実施する本業務の具体的な内容や取組等を記載した別記７の「年次業務計画書等」を指定期間

の各年度ごとに作成し、事業開始の前年度の２月末までに道へ提出して承認を受けるものとしま

す。ただし、指定期間の最初の年度にあっては、協定の締結後、速やかに道へ提出するものとし

ます。

２ 業務の一括委託の禁止

指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。ただし、

業務の一部について、あらかじめ道の承諾を得た場合は、この限りではありません。

３ 報告書の提出及びモニタリング等の実施

道及び指定管理者は、指定期間中に指定管理業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保

するため、次のとおりモニタリング等を実施します。
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道は、その結果に基づき、指定管理者に対し、業務の改善その他必要な指示等を行うものとします。

（１）定期報告

指定管理者は、実施した本業務の処理状況等について、報告書（事業報告書及び四半期業務

報告書）を作成し、道に提出していただきます。

（２）状況確認及び意見交換

道は、定期又は随時に、指定管理業務の実施状況について、現地での確認及び意見交換等を

行います。

（３）利用者満足度調査の実施

道は、入居者の利便性の向上等の観点から、指定期間中にアンケート等による「利用者満足

度調査」を実施し、入居者の満足度や意見・苦情等を聴取します。なお、その結果は指定管理

者に通知し、必要に応じ業務改善等の指示を行います。

４ 指定の取消

道は、指定管理者が業務の改善その他必要な指示等に正当な理由なく従わない場合は、指定手

続条例及び「協定書（案）」の規定に基づき、指定を取り消すことができるものとします。

５ 原状回復

指定管理者は、指定期間が終了したときや指定を取り消されるなどしたときは、速やかに自己

の責任及び費用により道営住宅等を原状に回復するものとします。ただし、道の承認を得たとき

は、この限りではありません。

６ リスク分担

道と指定管理者のリスク分担は、別紙１「リスク分担表」のとおりとします。ただし、別紙１

に定める事項で疑義がある場合又は別紙１に定めのないリスクが生じた場合は、道と指定管理者

が協議して決定します。

７ 準備期間中の業務

指定管理者は、業務開始までの準備期間中に、現在、道営住宅の業務を行っている指定管理者

からの業務引継と、指定管理者内における研修等、平成３０年４月１日から円滑に業務ができる

よう、万全の準備を進めてください。

なお、準備にかかる経費については、指定管理者の負担とします。
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第４ 指定管理者の申請の手続

１ 申請の要件

指定管理者に申請できる者は、指定期間中に、道営住宅等の設置目的に即した施設の効用を最

大限発揮させ、適切かつ効果的な管理運営を行うことができる単独団体又は複数の団体が連合し

て構成される団体（以下「連合体」という。）であり、次に掲げる申請資格を満たすものであっ

て、欠格事項に該当しないものとします。

なお、団体とは、法人格を有する団体及び法人格を有しないが、団体としての規約を有し、か

つ、代表者の定めがあるものをいいます。

（１）申請資格

申請者は、申請しようとする地区（圏域又は市町）又は申請しようとする地区内のすべての

団地まで１時間以内の範囲（概ね５０km程度）に事務所又は事業所を有する法人その他の団体

であることを要件とします。連合体にあっては、構成団体の全てが、道内に事務所又は事業所

を有することとし、さらに構成団体のいずれかが、申請しようとする地区又は申請しようとす

る地区内の全ての団地まで１時間以内の範囲（概ね５０km程度）に事務所又は事業所を有する

こととします。

ただし、１時間以内の範囲は、同一振興局管内とし、また、圏域で募集する地区で、振興局

所在地が含まれる場合は、振興局所在市町に事務所又は事業所を有することも要件とします。

また、道立施設の管理を目的として、道から基本財産又は資本金等に出資又は出捐を受けて

いないことを要件とします。

なお、申請資格の確認基準日は、原則として当該申請の日とします。

（２）欠格事項

北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１６年北海道

規則第１２５号。以下「指定手続規則」という。）第５条各号のいずれかに該当する団体（連

合体の場合は、構成団体のいずれかが次の各号のいずれかに該当するもの）は、選定の対象外

とします。なお、欠格事項の確認基準日は申請期間終了後、道営住宅指定管理者候補者選定委

員会（以下「選定委員会」という。）において申請資格などの審査（申請の形式的な要件に係

る審査）を行う日とします。

① 当該団体の責めに帰すべき事由により道又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取

り消され、その取消しの日から４年を経過しない団体

② 当該団体の役員（法人でない団体にあっては、当該団体の代表者）のうち次のいずれかに該当

する者がある団体

ア 本業務を行うために必要な契約等を締結する行為能力を有しない者

イ 破産者で復権を得ない者

ウ 道における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利

益を得るために連合した者

③ 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人

④ 次に掲げる者が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる者の地位にある法人

ア 道の知事

イ 道議会の議員

（３）負担金限度額

道が、指定期間における「協定書(案)」別記１に定める対象施設の指定管理業務に係る費用

を負担するため、指定管理者に支払う負担金の総額は次の表の金額を限度とします。なお、消

費税及び地方消費税を含みます。（積算内訳は別紙２のとおり）
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区分 地 区 負担金限度額の総額 区分 地 区 負担金限度額の総額

１ 空 知 夕 張 市 51,330千円 21 日 高 新ひだか町 24,226千円

２ 空 知 岩 見 沢 市 136,699千円 22 渡 島 函 館 市 492,611千円

３ 空 知 美 唄 市 81,231千円 (函館圏) 北 斗 市 64,551千円

４ 空 知 芦 別 市 29,397千円 七 飯 町 27,899千円

５ 空 知 赤 平 市 40,544千円 小 計 585,061千円

６ 空 知 三 笠 市 6,411千円 23 渡 島 木 古 内 町 9,929千円

７ 空 知 滝 川 市 65,177千円 24 檜 山 江 差 町 37,748千円

８ 空 知 砂 川 市 48,328千円 25 上 川 旭 川 市 339,210千円

９ 空 知 深 川 市 30,872千円 26 上 川 名 寄 市 48,505千円

10 空 知 南 幌 町 16,409千円 27 上 川 富 良 野 市 19,120千円

11 空 知 沼 田 町 18,858千円 28 上 川 士 別 市 15,306千円

12 石 狩 札 幌 市 1,363,102千円 29 留 萌 留 萌 市 108,528千円

(札幌圏) 江 別 市 351,106千円 30 留 萌 苫 前 町 9,697千円

北 広 島 市 301,827千円 31 宗 谷 稚 内 市 44,791千円

石 狩 市 135,258千円 32 オホーツク 北 見 市 134,057千円

小 計 2,151,293千円 33 オホーツク 網 走 市 165,430千円

13 石 狩 千 歳 市 58,307千円 34 オホーツク 紋 別 市 32,114千円

(千歳 恵 庭 市 20,990千円 35 オホーツク 美 幌 町 28,345千円
恵庭圏)

小 計 79,297千円 36 オホーツク 斜 里 町 8,399千円

14 後 志 小 樽 市 337,509千円 37 オホーツク 遠 軽 町 9,571千円

15 後 志 倶 知 安 町 37,041千円 38 十 勝 帯 広 市 233,321千円

16 後 志 岩 内 町 26,280千円 (帯広圏) 音 更 町 18,056千円

17 後 志 余 市 町 5,597千円 幕 別 町 82,664千円

18 胆 振 室 蘭 市 154,329千円 小 計 334,041千円

(室蘭圏) 登 別 市 114,751千円 39 釧 路 釧 路 市 304,274千円

伊 達 市 53,268千円 (釧路圏) 釧 路 町 21,886千円

小 計 322,348千円 小 計 326,160千円

19 胆 振 苫 小 牧 市 222,736千円 40 根 室 根 室 市 66,168千円

20 日 高 浦 河 町 16,920千円 41 根 室 中 標 津 町 34,267千円

※負担金の額は管理戸数の増減により次の計算式により年度毎に変更する。

変更後負担金＝指定管理者の当初積算額（修繕費等以外）＋｛道の変更後積算額（修繕費等）

×指定管理者の当初積算額（修繕費等）÷道の当初積算額（修繕費等）｝

修繕費等：経常修繕費、法定更新費、保守点検費の合計額とする。

※申請者は、申請書に添付する「業務収支計画書（様式６）」において、所定の欄に、上記の

額の範囲内で、道が支払う管理経費の総額を記載してください。消費税率は平成31年10月か

らは１０%として積算してください。なお、税率が引き上げられなかった場合は、道が支払

う管理経費の総額について、引き上げ前の税率で再計算し、変更協定を締結します。

（例：指定期間中（４年間）の税率が８％に据え置かれた場合）

変更後負担金＝（平成30年4月～平成31年9月分の変更前の負担金）

＋（平成31年10月～平成34年3月分の変更前の負担金×1.08÷1.10）

※負担金限度額の総額には指定管理者が自治会に支払う駐車場管理業務自治会委託料が含まれ

ています。

（駐車場区画数×２６０円／月×１２ヵ月×４年間）
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（４）家賃収納業務に伴う報奨金等

各年度の出納閉鎖時点（翌年度５月末）における現年度の道営住宅家賃の収納率（以下「実

績収納率」という。）が、「要求水準書」２の（５）の①に定める率（以下「目標収納率」とい

う。）に基準変動率を加えた率を上回った場合には、次の方法により算定した金額を「報奨金」

として指定管理者に支払います。

また、実績収納率が目標収納率に基準変動率を減じた率を下回った場合には、次の方法によ

り算定した金額を「納付金」として道に納付していただきます。

ただし、指定期間の最終年度においては、各年度の出納閉鎖時点（翌年度５月末）ではなく、

年度末時点（３月末）での収納率により上記取扱いを行うものとします。

① 収納率等

ア 目標収納率 98.00％（ただし、最終年度は３月末時点95.00%）

イ 基準変動率 0.50％

② 算定方法

報奨金及び納付金は、次により算定するものとします。

なお、実績収納率の算定に当たっては、小数点第３位以下を切り捨て、小数点第２位までと

します。

また、報奨金及び納付金の算定に当たっては、千円未満を切り捨てるものとします。

ただし、実績収納率が目標収納率に対して基準変動率(±０．５０％)の範囲を超えない場合には、

報奨金及び納付金の対象とはなりません。

Ａ＝現年度の最終家賃調定額

Ｂ＝実績収納率

Ｃ＝目標収納率

Ｄ＝基準変動率

○ 報奨金

ア 収納率が99.5%以上の団体

A×（B－(C＋D)）×11(％)＝報奨金支給額

イ 収納率が99.00%以上、99.5%未満の団体

A×（B－(C＋D)）×10(％)＝報奨金支給額

ウ 収納率が98.50%以上、99.0%未満の団体

A×（B－(C＋D)）× 9(％)＝報奨金支給額

○ 納付金 A×（(C－D)－B）×10(％)＝納付金納付額

※平成28年度の収納率が低い、沼田町、岩内町、新ひだか町においては、平成30年度及び

平成31年度に限り、(C-D)を平成28年度収納率に置き換えて、納付金の額を算出すること

とします。

③ 算定例

例１）報奨金

現年度の最終家賃調定額 534,582千円 ・・・ (A)

実績収納率 99.62％ ・・・ (B)

目標収納率 98.00％ ・・・ (C)

基準変動率 0.50％ ・・・ (D)

534,582千円×((99.62％－(98.00％＋0.50％))×11％＝658,605≒658,000円

※道から指定管理者に対し、報奨金として658千円を支払います。
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例２）報奨金

現年度の最終家賃調定額 534,582千円 ・・・ (A)

534,582千円×((98.60％－(98.00％＋0.50％))×9％＝48,112≒48,000円

実績収納率 98.60％ ・・・ (B)

目標収納率 98.00％ ・・・ (C)

基準変動率 0.50％ ・・・ (D)

※道から指定管理者に対し、報奨金として48千円を支払います。

例３）納付金

現年度の最終家賃調定額 256,096千円 ・・・ (A)

実績収納率 96.32％ ・・・ (B)

目標収納率 98.00％ ・・・ (C)

基準変動率 0.50％ ・・・ (D)

256,096千円×((98.00％－0.50％)－96.32％)×10％＝302,193≒302,000円

※指定管理者から道に対し、納付金として302千円を納付していただきます。

（５）その他の要件

① 同一地区に対して複数の申請をすることはできません。なお、単独で申請した団体が、他

の連合体の構成団体として申請する場合や、連合体として申請した構成団体が、単独で、又

は他の連合体の構成団体として同一地区に対して申請する場合も、複数の申請とみなします。

② 同一団体が複数の地区に対して申請することができることとします。ただし、１つの申請

で複数地区に対する申請とすることはできません。複数地区に対して申請する場合は、１地

区について１つの申請とします。

③ 申請後に、連合体の代表団体を変更し、又は構成団体の全部若しくは一部を変更すること

（特定の構成団体を除外し、又は新たな団体を追加する場合を含む。）は、原則として認め

ません。ただし、申請受付期間内に構成団体の一部が欠格事項に該当することとなった場合

など、特別な事情により道がやむを得ないと認めた場合で、道が指示する申請書及び添付書

類（以下「申請書類」という。）の補正等を行った場合に限り、変更することができるもの

とします。

④ 申請その他の指定手続（協定の締結を除く。）は、申請者である団体の代表者又は代表者

から権限の委任を受けた当該団体の職員等が行うものとします。

⑤申請書類は、次に掲げる要件のいずれも満たしていることとします。

ア 道営住宅等の指定管理者公募要項（以下「公募要項」という。）に定める申請受付期間、

提出先及び提出方法に適合していること。

イ 記載事項に不備がないこと。

ａ 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された内容に適合していること。

ｂ 記載すべき事項が全て記載されていること。

ｃ 虚偽の内容が記載されていないこと。

⑥申請者は１級建築士及び防火管理者の資格を持つものを配置できること。

⑦公租公課に未納、滞納が無いこと。
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２ 申請手続等

（１）提出部数

申請書類は、原本１部、副本５部(様式５・６のみ)とします。

（２）申請書類提出一覧

連合体
単独の団体

提 出 書 類 構成団体 備 考
連合体

法人 その他 法人 その他

指定管理者指定申請書 ○ ○ ○ 指定手続規則別記第１号様式

○申請資格関係

設立趣旨、事業内容の概要を説明し
団体概要書 ○ ○ ○ ○ た資料（パンフレット等資料の添付

も可） (様式１)

遂行体制及び役割分担を明記連合体構成表 ○ (様式２)

定款及び寄附行為の写し ○ ○

連合体協定書の写し ○ （様式９）

委任状 ○ ○ （様式３）

その他団体の目的、組織及び運営の規約等の写し ○ ○ 方法を明記

外国人である場合は、外国人登録証
代表者の身分証明書及び住民

明書の写し
票の写し ○ ○ ○ ○ 住民票の写しに個人番号（マイナン

バー）は記載しないこと。
申請日前３か月以内に取得したもの

法人の登記事項証明書 ○ ○ 申請日前３か月以内に取得したもの

団体の名称及び申請しようと 登記簿謄本や会の規約など所在地が

する地区等に事務所又は事業 わかるもの
○ ○ ○ ○

所を有していることを証明す
る書類

役職、氏名、現住所及び生年月日を役員名簿 ○ ○ ○ ○ 記載したもの

印鑑証明 ○ ○ ○ ○ 申請日前３か月以内に取得したもの

○欠格事項関係

欠格事項等に該当しないことの誓約誓約書 ○ ○ ○ （様式４）

○業務計画等

業務計画書（①～⑪） ○ ○ ○ （様式５）

業務収支計画書（⑫） ○ ○ ○ （様式６）

○必須項目関係

施設の管理運営を行う上で必 １級建築士及び防火管理者の資格の
要な資格への対応を記載した ○ ○ ○ 写し、当該有資格者の雇用が確認で
書面 きる書面(様式任意)

公租公課に未納がないことの 新たに設立する法人又は設立初年度
○ ○ ○ ○

証明 の法人にあっては不要

（３）申請書の作成

申請者は「指定管理者申請様式集」（以下、「申請様式集」という。）に基づき申請書の作成を

行うものとします。

（４）申請書の提出

申請者は、申請書類を次の提出日時までに窓口へ持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提

出してください。

① 提出期間 平成２９年１０月１３日（金）から平成２９年１２月６日（水）まで

土曜日、日曜日、祝日を除く
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② 提出時間 午前９時から正午及び午後１時から午後５時まで

③ 提出場所 道庁９階 建設部住宅局住宅課住宅管理グループ

④ そ の 他

・郵送する場合は、申請期間の終了日の受付時間内必着とします。

・「申請書類提出一覧」に示された書類の添付がない場合は、失格となる場合があります。

・道が必要と認めた場合は、追加資料の提出を求めることがあります。

３ 申請に当たっての留意事項

（１）道の公表する資料、付属資料及び質問に対する回答は、公募要項と一体のものとして扱うも

のとします。

（２）申請書類の取扱い

① 申請者から提出された一切の応募書類の内容の変更、差し替え、撤回することはできませ

ん。ただし、申請資格を失ったとき、欠格事項に該当することとなったとき、その他申請書

類の記載事実（事務所の所在地等）に変更があったときは、速やかに「申請様式集」様式８

「申請書記載事実変更届」により届け出てください。

② 申請書類は、審査のため選定委員会の委員に配付します。また、提出された申請書類は理

由の如何を問わず返却しません。

③ 道が提示する資料等の著作権は道及び作成者に帰属し、申請者の提出する申請書類の著作

権は申請者に帰属します。なお、指定手続の経過及び指定結果の公表等のため必要と認める

ときは、道は提出書類の一部又は全部を無償で使用することができることとします。

④ 申請書類の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基

づいて保護される第三者の権利の対象となっている業務手法等を用いた結果生じた事象に係

る責任は、すべて申請者が負うものとします。

（３）公正な手続等を妨げる行為

① 本業務の指定管理者に係る指定手続における公正な手続を妨げる行為又は不正の利益を得

るため連合する行為について情報があったときは、手続の執行を延期し、又は事情聴取を行

うことがあります。なお、選定の決定又は指定においてこのような事実があったと認められ

るときは、決定又は指定を取り消すことがあります。

②道が必要と認めたときは、指定の手続を延期し、中止し、又は取り消すことがあります。

（４）選定又は指定の対象からの除外等

申請者が次に掲げる事項に該当したときは、その者を選定又は指定の対象から除外し、又は

選定の決定若しくは指定を取り消す場合があります。

① 選定委員会の委員又は本業務に従事する道職員若しくは本件関係者に対し、本件応募につ

いて不正に接触する行為、その他の公正な手続を妨げる行為の事実が判明した場合

② 本件応募について不正な利益を得るために連合した場合

③ 申請書類等に虚偽の記載があった場合

④ 複数の業務計画書又は収支計画書を提出した場合

⑤ 申請資格を満たしていないこと又は欠格事項に該当することが判明した場合

⑥ 申請者による業務遂行が困難であると判断される事実が判明した場合

⑦ 著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が指定管理者として本業務を行うことに

ついて相応しくないと道が認めた場合

⑧ その他不正な行為があったと道が認める場合

（５）不正行為情報への対応

上記（４）の①又は②の行為に関する情報があったとき、その他道が必要と認めたときは、

指定の手続を延期し、中止し、取り消し、又は事情聴取を行うことがあります。

（６）申請の取下げ
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申請書類を提出した後に辞退する場合は、速やかに「申請様式集」様式７「指定管理者指定

申請辞退届」により届け出てください。

（７）費用の負担

申請の手続に必要な費用は、申請者の負担とします。

（８）使用する言語及び単位

申請書類及びその他指定の手続並びに本業務に関して使用する言語は日本語とし、使用する

単位は計量法（平成４年法律第５１号）に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とします。

（９）道が公表した資料等の取扱い

道が公表した資料等は、当該申請に係る検討以外の目的で使用してはならないものとします。

第５ 指定手続等のスケジュール

１ スケジュール

指定管理者の公募から業務開始までのスケジュールは、おおむね次のとおりです。

日 程（予定） 内 容

平成２９年１０月１３日（金）～ ① 申請受付及び以下に定める資料（以下「公募要項等」と
平成２９年１２月 ６日（水） いう。）の公表の期間

・道営住宅等の指定管理者公募要項
・対象施設
・業務の範囲
・道営住宅等の管理に関する協定書（案）
・道営住宅等の管理に関する目標及び要求水準書
・指定管理者申請様式集
・道営住宅等の指定管理者候補者選定基準等（以下「選定
基準」という。）
・指定管理者が行う業務に対する評価の基準

平成２９年１０月１８日（水） ②-1 公募要項等の説明会（開催地：網走市）

平成２９年１０月１９日（木） ②-2 公募要項等の説明会（開催地：旭川市）

平成２９年１０月２３日（月） ②-3 公募要項等の説明会（開催地：釧路市）

平成２９年１０月２３日（月） ②-4 公募要項等の説明会（開催地：函館市）

平成２９年１０月２４日（火） ②-5 公募要項等の説明会（開催地：帯広市）

平成２９年１０月２４日（火） ②-6 公募要項等の説明会（開催地：室蘭市）

平成２９年１０月２５日（水） ②-7 公募要項等の説明会（開催地：札幌市）

平成２９年１０月１３日（金）～ ③ 公募要項等に対する質問受付期間
平成２９年１１月 ６日（月）

平成２９年１１月１３日（月）～ ④ 公募要項等に対する質問への回答公表期間
平成２９年１２月 ６日（水）

平成２９年１２月１６日（土）～ ⑤ 指定管理者候補者の選定
平成２９年１２月１７日（日）

平成３０年 ２月 ⑥ 平成３０年第１回北海道議会定例会への提案

平成３０年 ３月 ⑦ 議会の議決後に協定を締結

平成３０年 ４月１日～ ⑧ 指定管理者による道営住宅管理業務の開始
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２ 公募要項等の公表等

（１）公募要項等の公表

① 公表方法

公募要項等は、平成２９年１０月１３日（金）から北海道建設部住宅局住宅課のホームペー

ジ（以下「ホームページ」という。）に掲載するほか、本業務に関する道の問い合わせ先（以

下「窓口」という。）で、平成２９年１０月１３日（金）から平成２９年１２月６日（水）ま

で閲覧することができます。

【問い合わせ先】北海道建設部住宅局住宅課住宅管理グループ

住 所 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁９階

ＴＥＬ ０１１－２３１－４１１１（内線２９－５３５）

ＦＡＸ ０１１－２３２－２６８９

電子メールアドレス kensetsu.jutaku1@pref.hokkaido.lg.jp

北海道建設部住宅局住宅課ホームページアドレス

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/jtk/

② 閲覧時間

土、日曜及び祝日を除く午前９時から正午及び午後１時から午後５時までとします。

（２）公募要項等の説明会

公募要項等の内容について、次により説明会を開催します。

開 催 日 時 開 催 場 所

平成29年10月18日（水） オホーツク合同庁舎 ３階 ３０２会議室
14:00～15:30 網走市北７条西３丁目

平成29年10月19日（木） 旭川建設管理部事業課庁舎 ３階会議室
13:30～15:00 旭川市東３条５丁目１－４４

平成29年10月23日（月） 釧路総合振興局 地下会議室
14:00～15:30 釧路市浦見２丁目２－５４

平成29年10月23日（月） 渡島合同庁舎 ４階 ４０２会議室
14:00～15:30 函館市美原４丁目６－１６

平成29年10月24日（火） 十勝合同庁舎 地下会議室
10:30～12:00 帯広市東３条南３丁目１

平成29年10月24日（火） むろらん広域センタービル ３階 室蘭建設管理部会議室
13:30～15:00 室蘭市海岸町１丁目４－１

平成29年10月25日（水） 第２水産ビル ４階 ４Ｓ会議室
10:00～11:30 札幌市中央区北３条西７丁目

① 参加者

参加者は、本業務に申請予定の法人その他の団体（以下「団体」という。）とし、１団体２

名までとします。なお、参加者の団体名等は公表しません。

参加を希望する場合は「公募要項等説明会参加申込書（別紙３）」に所要の事項を記入し、

平成２９年１０月１７日（火）午後５時までに窓口へ持参するか、ＦＡＸ又は電子メールによ

り申し込むものとします。なお、電話での申込みは受け付けません。

② 資料の持参

説明会に参加する場合は、ホームページから公募要項等をダウンロードして持参してくださ

い。持参する資料は別紙４のとおりです。
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（３）公募要項等への質問及び回答

① 質問の受付

ア 公募要項等について質問がある場合は「別紙５（公募要項等質問書）」に記入の上、「エ」

の受付期間内に窓口まで持参又は電子メールにより提出するものとします。なお、電話で

の問い合わせにはお答えできません。

イ １件の質問に対し、１枚の用紙を使用してください。

ウ 持参する場合は、記入した質問書の内容を記録した記憶媒体（ＣＤ、ＤＶＤのいずれか）

も併せて提出してください（ラベルに団体名を記載してください）。

エ 受付期間は平成２９年１０月１３日（金）から平成２９年１１月６日（月）までとしま

す。窓口に持参する場合は、土、日曜及び祝日を除く午前９時から正午及び午後１時から

午後５時までとします。

電子メールでの受付は、受付開始日の午前９時から受付終了日の午後５時までに窓口の

メールアドレスにおいて受信したものを有効とします。

② 質問に対する回答

受け付けた質問に対する回答は、ホームページにおいて平成２９年１１月１３日（月）から

公表します。なお、回答に当たっては、質問を行った団体名は公表しません。また、質問に該

当しないと判断した場合は、回答しないことがあります。

第６ 審査及び指定管理者候補者の選定

１ 選定委員会の設置

（１）本業務における指定管理者の候補者を選定するため、あらかじめ選定委員会を設置します。

（２）庶務を処理するため、建設部住宅局住宅課内に事務局を設置します。

（３）選定委員会は、申請者のうち申請資格の要件を満たす者を対象として、「選定基準」に基づ

き審査を行い、指定管理者の候補者として最適な団体を選定して、審査の経過とともに道に報

告します。

（４）申請予定者は、本業務の指定管理者が指定されるまでの期間、選定委員との接触を禁止しま

す。

【選定委員会委員】

委 員 長 岡 田 直 人 北星学園大学社会福祉学部 教授

副委員長 古 屋 賢 司 札幌市アパート業協同組合 常任理事

委 員 谷 口 尚 弘 北海道科学大学工学部 教授

委 員 奈 良 顕 子 （有）奈良建築環境設計室取締役室長

委 員 八 木 由起子 「北海道生活」編集長

２ 審査等の方法

申請団体から提出された申請書について、申請資格及び欠格事項、必須項目、管理経費（以下

「申請資格等」という。）に関して適格審査を行い、不適格団体は失格とし、適格団体について

提案内容の審査を行い、最優秀候補者及び優秀候補者（次点）を選定します。

なお、審査の方法等は「選定基準」をご覧ください

（１）必須項目

申請団体は次に示す必須項目の要件を満たすものとし、満たさない場合は失格となります。

① 当該団体が業務等を実施する上で遵守しなければならない法令等に違反したことにより、

当該法令等の規定による罰則処分を現に受けていない団体であること。
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② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」

という。）第２条第２号の規定に該当しない団体であること。

③ 当該団体の役員（法人でない団体にあっては、当該団体の代表者）に暴対法第２条第６号

の規定に該当する者が就任していない団体であること。

④ 公租公課に滞納がない団体であること。

（２）不適格団体への通知

選定委員会は、申請資格等が不適格で失格となった団体に対し、失格の理由を付して通知し

ます。

（３）提案内容の審査

選定委員会の委員は、選定基準に基づき、次により総合的な評価、審査を実施し候補者の選

定を行います。

① 審査内容

ア 管理経費に関すること。

イ 道内中小企業等の支援に関すること。

ウ 基礎的な業務に関すること。

エ 利用者へのサービスに関すること。

オ 業務実績評価に関すること。

② ヒアリング

提案内容の審査に当たっては、申請者に対してヒアリングの実施を予定しています。

ア 実施時期 平成２９年１２月１６日（土）～１７日（日）

イ 実施場所 申請者（代表団体）に別途通知します。

３ 指定管理者の選定及び指定

選定委員会は、道営住宅指定管理者候補者選定委員会運営要領第５条に定める方法により

最適な候補者を決定します。なお、選定委員会が指定管理者として適格な候補者を選定しがたい

と認めた場合は、候補者を選定しないことがあります。

また、議会へ提案するまでに最優秀候補者が資格要件等を失った場合は、優秀候補者を最優秀

候補者とします。

道は、最優秀候補者として選定された候補者を、平成３０年第１回北海道議会定例会における

議決を経て指定管理者として指定します。

４ 審査結果等の公表

道は、当該業務の候補者を選定したときは、すべての申請者に対し審査結果を通知するととも

に、議会の議決を経て指定管理者を指定したときは、審査の経過、選定の結果及び指定の結果を

ホームページ等において公表します。

５ 協定の締結

（１）協定書に基づき道が支払う管理経費は、申請により提示された額とします。

（２）道と指定管理者は、条例又は規則に定めのない細目的事項について協議を行い、協定を締結

します。なお、締結する協定の内容は「協定書（案）」のとおりとします。

第７ その他の事項

１ 業務の継続が困難になった場合等の措置

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに道に

報告しなければなりません。その場合の措置については、次のとおりです。
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（１）指定管理者の責めに帰すべき事由による場合

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合、又はそのおそれ

が生じた場合には、道は指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い、期間を定めて改善策の

提出及び実施を求めることができます。また、指定管理者がその期間内に改善することができ

なかった場合等には、道は指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部又は一部の停止を命

じることができるものとします。

（２）指定が取り消された場合等の賠償

上記（１）により指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止され

た場合、指定管理者は、道に生じた損害を賠償しなければなりません。

（３）不可抗力等による場合

不可抗力その他道又は指定管理者の責めに帰することができない事由により、業務の継続が

困難となった場合、道と指定管理者は、業務継続の可否等について協議を行い、継続が困難と

判断した場合、道は指定管理者の指定の取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じ

ることができるものとします。

２ その他の協議すべき事項

協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、道及び指定管理者双方が誠意を持って協議

するものとします。
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別紙１（リスク分担表）

負担者

段 階 種 類 内 容
道

指定

管理者

法令の変更 広く事業者一般を対象とした法令の変更による
○

共 通 費用の増加（収入の減少）、事業の中断等による

損害

指定管理業務に直接関わる法令の変更による費
○

用の増加（収入の減少）、事業の中断等による損

害

そ の 他 の 制 度 道条例・規則の廃止その他道の行財政運営上の

変更 決定に基づく制度変更等による費用の増加（収 ○

入の減少）、事業の中断等による損害

上記のうち、公の施設の廃止その他の指定管理

者制度に直接関わる制度変更等による費用の増 ○

加（収入の減少）、事業の中断等による損害

税制の変更 新税の創設等による費用の増加（利益の減少） ○

上記のうち、指定管理業務の継続に重大な影響 協議事項

を及ぼすもの

物価・金利・ 物価・賃金水準の変動、インフレ・デフレ、金

為替レートの 利変動、為替レートの変動に伴う費用の増加又 ○

変動 は利益の減少

資金調達 資金調達ができなくなったことによる指定管理
○

業務の中断等

事業の中止・ 施設設置の瑕疵や経年劣化による施設の損壊等、

延期 施設の改築・移転、大規模修繕の実施等による ○

事業の中断による遅延・中止

指定管理者の事業放棄・破綻による事業中止・
○

延期

指定管理業務の開始・継続に要する許認可等が
○

取得・更新されないことによる事業の中止・延

期

上記のうち、道が取得すべき許認可が取得・更
○

新されないことによる事業の中止・延期

申請段階 申請コスト 申請コストの負担 ○

書類の瑕疵 道が作成・公表した公募要項等の瑕疵による損 ○

害

申請者が作成・提出した申請書類等の瑕疵によ
○

る損害

準備段階 引継コスト 施設運営の引継コストの負担 ○
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負担者

段 階 種 類 内 容
道

指定

管理者

管理運営 施 設 の 損 壊 等 通常の使用による施設・設備・外構・備品の損
○

段階 に よ る 修 繕 、 傷に伴う維持管理・補修費用の増加等

事業の中断 日常的な維持管理の瑕疵に基づく維持管理・補
○

修費用の増加等

天災その他不可抗力による施設、設備の損壊に
協議事項

よる損害、事業の中断等

法令改正により必要となった施設の修繕等に係

る費用の増加、業務の中断等（施設利用者の生
○

命身体の安全確保を目的として施設躯体の改修

が必要となった場合）

上記以外の法令改正により必要となった施設・
○

設備・外構の維持補修

不 可 抗 力 に よ
天災その他不可抗力による事業中止等 協議事項

る事業の中断

社 会 経 済 情 勢 利用者の減少、競合施設の増加、需要見込みの
○

の変化 誤りその他の事由による経営不振

住民対応 道営住宅の指定管理者制度導入に対する住民反
○

対運動や訴訟

指定管理者が適切に管理すべき業務に関する苦
○

情等
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別紙２
【負担金上限額の積算内訳】

総額（千円）
夕張市 岩見沢市 美唄市 芦別市 赤平市 三笠市 滝川市 砂川市 深川市 南幌町 沼田町 札幌圏 千歳恵庭圏 小樽市

負担金上限額【A】(B+G+H+I+J) 51,330 136,699 81,231 29,397 40,544 6,411 65,177 48,328 30,872 16,409 18,858 2,151,293 79,297 337,509

業務原価【B】(C+F) 7,356 19,980 8,952 4,408 5,728 3,328 10,364 6,824 4,920 2,252 2,660 279,768 8,592 42,336

直接業務費【C】(D+E) 7,288 19,784 8,868 4,368 5,672 3,296 10,268 6,764 4,876 2,232 2,636 277,000 8,512 41,924

直接人件費【D】 6,084 16,272 7,452 3,800 4,712 3,192 8,516 5,780 4,104 1,824 2,280 222,396 7,148 34,068

直接物品費【E】 1,204 3,512 1,416 568 960 104 1,752 984 772 408 356 54,604 1,364 7,856

業務管理費【F】（C×1％） 68 196 84 40 56 32 96 60 44 20 24 2,768 80 412

一般管理費【G】（B×○％） 2,940 7,992 3,580 1,760 2,288 1,328 4,144 2,728 1,968 900 1,064 83,928 3,436 14,816

修繕等【H】 35,518 93,033 59,473 19,808 28,026 1,036 43,579 33,046 20,104 11,194 12,940 1,532,171 58,353 240,735

消費税【I】 4,208 11,090 6,618 2,373 3,330 523 5,346 3,922 2,460 1,315 1,534 175,654 6,560 27,530

外部委託費【J】 1,308 4,604 2,608 1,048 1,172 196 1,744 1,808 1,420 748 660 79,772 2,356 12,092

総額（千円）
倶知安町 岩内町 余市町 室蘭圏 苫小牧市 浦河町 新ひだか町 函館圏 木古内町 江差町 旭川市 名寄市 富良野市 士別市

負担金上限額【A】(B+G+H+I+J) 37,041 26,280 5,597 322,348 222,736 16,920 24,226 585,061 9,929 37,748 339,210 48,505 19,120 15,306

業務原価【B】(C+F) 5,020 4,300 2,952 39,880 27,172 2,252 3,588 76,784 3,168 5,340 40,136 6,652 2,784 2,096

直接業務費【C】(D+E) 4,976 4,260 2,924 39,488 26,904 2,232 3,560 76,028 3,140 5,292 39,744 6,592 2,764 2,080

直接人件費【D】 4,104 3,496 2,888 31,180 21,748 1,824 3,040 61,908 3,040 4,560 32,092 5,628 2,280 1,672

直接物品費【E】 872 764 36 8,308 5,156 408 520 14,120 100 732 7,652 964 484 408

業務管理費【F】（C×1％） 44 40 28 392 268 20 28 756 28 48 392 60 20 16

一般管理費【G】（B×○％） 2,008 1,720 1,176 15,952 10,868 900 1,432 26,872 1,264 2,136 14,044 2,660 1,112 836

修繕等【H】 25,429 17,375 932 229,282 160,023 11,657 16,279 411,633 4,492 25,862 251,540 33,686 12,784 10,398

消費税【I】 2,976 2,137 465 26,254 18,221 1,363 1,967 47,448 821 3,066 28,174 3,975 1,544 1,228

外部委託費【J】 1,608 748 72 10,980 6,452 748 960 22,324 184 1,344 5,316 1,532 896 748

総額（千円）
留萌市 苫前町 稚内市 北見市 網走市 紋別市 美幌町 斜里町 遠軽町 帯広圏 釧路圏 根室市 中標津町

負担金上限額【A】(B+G+H+I+J) 108,528 9,697 44,791 134,057 165,430 32,114 28,345 8,399 9,571 334,041 326,160 66,168 34,267

業務原価【B】(C+F) 12,912 1,312 6,848 20,040 19,620 5,008 4,100 1,312 1,688 44,932 39,460 7,564 5,764

直接業務費【C】(D+E) 12,788 1,304 6,784 19,844 19,432 4,960 4,060 1,304 1,676 44,492 39,072 7,492 5,712

直接人件費【D】 10,644 1,064 5,624 16,272 16,120 4,256 3,496 1,064 1,368 36,508 32,092 6,236 4,864

直接物品費【E】 2,144 240 1,160 3,572 3,312 704 564 240 308 7,984 6,980 1,256 848

業務管理費【F】（C×1％） 124 8 64 196 188 48 40 8 12 440 388 72 52

一般管理費【G】（B×○％） 5,164 524 2,736 8,016 7,848 2,000 1,640 524 672 15,724 15,784 3,024 2,304

修繕等【H】 77,651 6,633 29,519 89,507 118,462 21,279 19,302 5,450 5,880 232,149 234,154 47,891 21,876

消費税【I】 8,861 780 3,592 10,794 13,448 2,607 2,295 665 759 27,112 26,618 5,381 2,763

外部委託費【J】 3,940 448 2,096 5,700 6,052 1,220 1,008 448 572 14,124 10,144 2,308 1,560

【負担金上限額を構成する経費の内容】
経費の名称 経費の内容 備考

Ａ 負担金上限額 B 業務原価 ＋ G 一般管理費 + H 修繕等 + I 消費税 + J 外部委託費
Ｂ 業務原価 C 直接業務費 + F 業務管理費
Ｃ 直接業務費 D 直接人件費 +E 直接物品費

Ｄ 直接人件費 公の施設の維持管理及び運営業務に直接従事する従業員等（臨時雇用 単価に必要数量を乗じて積算
を含む。）がその労働力を消費することによって発生する費用で、当該

従業員等の給料手当賞与、賃金等に相当するもの
Ｅ 直接物品費 公の施設の維持管理及び運営業務に直接従事する従業員等が、当該業 単価に必要数量を乗じて積算

務を行うのに必要な物品等を消費し、又は使用することによって発生す

る費用
Ｆ 業務管理費 指定管理者が、公の施設の現場において業務を管理するために必要な 直接業務費に管理費率（１％）を乗じて積

直接業務費以外の費用 算
Ｇ 一般管理費 指定管理者が法人等を継続的に維持運営するのに必要な直接業務費及 業務原価に一般管理費率（３０％～４０％）

び業務管理費以外の費用で、一般管理費（営業費を含む）及び営業利益 を乗じて積算
に相当する費用

Ｈ 修繕等 住宅及び駐車場の維持管理に必要となる費用 積上げ及び単価に必要数量を乗じて積算

Ｉ 消費税 業務原価、一般管理費及び修繕費の合計に税率（平成３０年４月１日
から８％、平成３１年１０月１日から１０％）を乗じて算出

Ｊ 外部委託費 道営住宅団地自治会への住宅駐車場管理業務の委託に要する費用 単価に必要数量を乗じて積算
注１ 直接人件費及び直接物品費の単価は、市場価格及び実績額を参考として定めています。

注２ 業務管理費率は指定管理者の業務内容等を勘案して、一般管理費率は業務原価の規模等に応じてそれぞれ公の施設ごとに定めています。
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別紙３（公募要項等説明会参加申込書）

ＦＡＸ送信票

宛先：北海道建設部住宅局住宅課住宅管理グループ 行き

ＦＡＸ：０１１－２３２－２６８９
※会場や資料の準備のため、平成２９年１０月１７日（火）午後５時までにご送信く

ださい。

（期限までに申込みできなかった方の当日のご参加も受け付けます。）

平成 年 月 日

道営住宅等の指定管理者
公募要項等説明会参加申込書

団体名

参加希望 網走会場 旭川会場 釧路会場 函館会場 帯広会場 室蘭会場 札幌会場

会 場 10月18日(水) 10月19日(木) 10月23日(月) 10月23日(月) 10月 24日 (火 ) 10月 24日 (火 ) 10月25日(水)

（参加を希望 14:00～15:30 13:30～15:00 14:00～15:30 14:00～15:30 10:30～12:00 13:30～15:00 10:00～11:30

される欄の下

段に○を記入

して下さい）

（申込み窓口）

部 署 名 氏 名

参 加 者 役 職 名

氏 名 部 署 名
氏 名

役 職 名

（申込み窓口）

電 話 （ ） －

ＦＡＸ （ ） －

※ 参加者人数は１団体につき２名以内とさせていただきます。
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別紙４（公表資料）

資 料 名

① 道営住宅等の指定管理者公募要項

② 対象施設

③ 業務の範囲

④ 道営住宅等の管理に関する協定書（案）

⑤ 道営住宅等の管理に関する目標及び要求水準書

⑥ 指定管理者申請様式集

⑦ 道営住宅等の指定管理者候補者選定基準

⑧ 指定管理者が行う業務に対する評価の基準

参考資料

法 公営住宅法

律 所得税法等の関係法令

北海道営住宅条例及び同施行規則

条 北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続きに関する条例及び同施行規則
例
・ 北海道暴力団の排除の推進に関する条例及び同施行規則
規
則 北海道個人情報保護条例

北海道情報公開条例

要 道営住宅の管理に関する要綱・要領・通達等
綱
等 道営住宅入居者のしおり 住まいのハンドブック

※１ 資料については、公募期間のH29.10.13(金)～H29.12.6(水)までホームページに掲載しており

ますので、適宜ダウンロードしてご利用ください。

２ 参考資料の「所得税法等の関係法令」及び「道営住宅の管理に関する要綱・要領・通達等」

について、個々の法令名等は協定書（案）別記２「関係法令等」をご覧ください。

説明会に持参する資料は①から⑧までとします。
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別紙５（公募要項等質問書）

平成 年 月 日

道営住宅等の指定管理者
公 募 要 項 等 質 問 書

道営住宅指定管理者業務の公募要項等について、次のとおり質問書を提出します。

団 体 名

所 在 地

部 署

担当者氏名

電 話 番 号

ＦＡＸ番号

質問タイトル

公募要項等の
文書・資料名 （○P ○項○の○の○）

該 当 箇 所

内 容

注１ 簡潔かつ具体的に記入してください。

２ 質問は、様式１枚につき１件とします。

３ 質問については、個別にはお答えしません。


